
番号 質問内容 回答

１．対象事業者に関すること

１－①
・対象事業者は？

・「中小企業者等」とは？

・7月1日現在、高島市内で事業を行っており、従業員を１人以上雇用している

中小企業者等が支給対象です。

・この支援制度による「中小企業者等」とは、以下のいずれかを指します。

①中小企業基本法第２条第１項に該当する会社（株式会社、合同会社、合資会

社、有限会社のほか士業法人）または個人事業主

②収益事業を行っている一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財

団法人、特定非営利活動法人

　　　　　　【参考】「中小企業基本法」における中小企業

・資本金要件、従業員要件のいずれかを満たせば支援金の対象となります。

・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活

動法人についてもこの条件に準拠します。

１－②

一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、（認定）特定非

営利活動法人については、収益事業を行っており、従業員を雇用している法人

に限り対象となりますが、何をもって収益事業を行っていると判断しますか？

法人税の申告の有無で判断します。

※添付書類の「法人税申告書」「法人事業概況説明書」が提出できること

（収益事業を行っていない法人は、法人税の申告がありません）。

１－③ 対象外の法人はありますか？

①中小企業基本法第２条第１項各号に該当しない大企業

②医療法人、学校法人、社会福祉法人、組合等

③協議会、区・自治会等の任意団体等

④従業員を１人も雇用していない法人や個人事業主（1人親方）

１－④
なぜ、代表１人のみの個人事業主が対象ではないのか。

今回の支援金は、厳しい経済状況のなかでも、特に雇用の維持に努めていただ

いている事業所を支援することで、雇用の安定化を図ることを目的としていま

す。以上から、雇用する従業員のいない事業所については、本支援金の対象外

となります。
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２．従業員に関すること（支援金の算定）

２－① 「従業員」とは？

以下のいずれにも該当する方です。

①高島市内の事業所に恒常的に勤務する方

　→支援金算定の従業員は全社の従業員数でないことに留意

　→勤務地が複数ある場合、当該従業員の主な勤務地が市内であること（事業

者判断）

②事業主または法人（申請者）が雇用し、雇用保険に加入している方を指しま

す。

※雇用保険に加入していない日雇い労働者、事業専従者や役員等はこの支援金

制度においては「従業員」に該当しません。

２－② なぜ、雇用保険に入っていないといけないのか？
本制度の目的が「雇用の安定化を図る」ものであることから、恒常的な雇用を

確認するものとして雇用保険加入を要件としています。

２－③
会社役員でも、雇用保険に加入していれば支援金の対象となる従業員に該当し

ますか？

役員であっても、雇用保険に加入していれば従業員に該当します（通常、役員

は雇用保険に加入できないため、加入時にハローワーク等で一定の要件確認が

必要です）。ただし、代表取締役社長は雇用主になるため、雇用保険に加入し

ていても対象の従業員には該当しません。

２－④
別世帯にいる子を従業員として雇用している場合、支援金の対象となる「従業

員」に該当しますか？

専従者給与の対象として経費計上しておらず、「２－①」に該当すれば従業員

に該当します。

３．申請手続きに関すること

３－①
事業主本人以外の家族や、法人の社員、税理士等による代理申請は可能です

か？

必要な書類（印鑑、通帳も含む）をご持参いただければ、代理人でも申請は可

能です。申請に関する委任状は必要ありません、

３－② 申請書に押印する印鑑は、銀行の届出印でなくてもよいか？ 認印で差し支えありません。

３－③ 申請者以外の口座に支援金を振り込むことは可能ですか？ 申請者以外の名義の口座に振り込むことはできません。

３－④
高島市内に支店があり、市外に本店がある場合も対象になりますか？

対象になる場合、申請は誰の名前で行えばよいでしょうか？

対象になります。申請者は法人名もしくは、事業主名になります。

なお、支援金算定にかかる「従業員」は、高島市内の事業所に勤務する従業員

のみであることにご留意ください。

３－⑤
高島市内に事業所が複数ある場合、支援金は複数回もらえますか？

（申請は、事業所単位でしょうか？）

支援金の支給は１法人（事業所）あたり１回限りです。労働者名簿には市内の

全ての事業所の従業員数を記入の上、代表者名でまとめて申請をお願いしま

す。

４．申請書に関すること

４－①
申請書について、自筆による署名でなく、ゴム印やワードで打ち出されたもの

で代用は可能ですか。
可能です。押印が必要な箇所がありますので、ご注意ください。

４－②
申請書裏面の同意事項について、１つでも同意できなければ支援金は支給され

ませんか？
全ての事項について同意が必要です。

４－③ 受給していると対象外になる補助金について教えてください。

①高島市農業用燃油等高騰対策緊急支援事業補助金・・・農業従事者が対象

②高島市肥料価格高騰対策緊急支援事業補助金・・・農業従事者が対象

③高島市医療機関物価高騰対策支援金・・・病院、診療所が対象

④高島市介護サービス事業所等および障害福祉サービス事業所物価高騰対策支

援金・・・介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所が対象

⑤高島市認定こども園等原油価格・物価高騰対策支援金・・・認定こども園、

特定地域型保育所、幼稚園、放課後児童クラブ事業所が対象
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５．添付書類に関すること

５－①
全国展開している事業所の場合、雇用保険被保険者台帳の写しの枚数が膨大に

なると思われますが、全て提出が必要ですか？
対象の従業員が記載されているページのみの提出で差し支えありません。

５－③ 労働者名簿は任意の様式でも構わないか？
従業員の住所、氏名、雇用形態、雇入年月日、記入内容に相違ない旨の記載に

署名、押印があれば任意の様式でも可とします。

５－④
申請書や労働者名簿の申請者欄について、自筆による署名でなく、ゴム印や

ワードで打ち出されたもので代用は可能ですか。
可能です。

５－⑤
従業員が11人以上の場合の「事業所別被保険者台帳の写し」は、どうやったら

取得できますか。

ハローワーク高島で「雇用保険適用事業所情報提供請求書」により申請いただ

くことで、申請日時点のものについて交付請求いただけます。

※申請日時点のものになりますので、従業員に退職等がある場合は取り消し線

等を引くなどしてください。

６．支援金の振込に関すること

６－① 支援金はいつ頃振り込まれますか。
書類に不備がなければ、申請書受領後、３～４週間後に指定された口座に振込

をさせていただきます。

６－② 支援金の振込について、通知はいつ頃きますか。 支援金の振込について、別途通知等の文書は送付しません。


